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地区計画は、皆さんのまちをより良いもの

にするため、地区の特性に応じて、きめ細か

い「まちづくりのルール」を定め、計画的に

より良い市街地環境へ誘導する制度です。 

具体的には、公園や緑地などの配置（地区

施設）や建物の使い方、建て方などについて

の制限を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 
《地区計画の⽬標》 

地区全体が市街化調整区域であるため、

落ち着いた集落環境が保全されている一

方、建築物の新築、改築、用途変更が制

限されているため人口の減少が進んでお

り、集落の活力を高めていくことが求め

られています。 

ゆとりある良好な集落環境及び適切

な用途の建築物の建築や自己用住宅の貸

家等への用途変更による集落の活力の維

持・増進を図ることを、地区計画の目標

とします。 

 

《⼟地利⽤の⽅針》 
ゆとりある良好な低層住宅及びこれ

を支える関連施設からなる土地利用の

誘導と良好な環境の維持・増進に努めて下さい。 

 

《建築物等の整備の⽅針》 
まちづくりの目標を実現するため、建築物等の整備の方針を、以下のように定めます。 

(1) 専用住宅地としての環境を育成・保全するため、建築物等の用途の制限を定めます。 

(2) 低層住宅地としてのゆとりある環境を育成・保全するため、建築物の容積率の 高限度及び建築

物の建蔽率の 高限度を定めます。 

(3) 敷地の分割や細分化を防止するため、建築物の敷地面積の 低限度を定めます。 

(4) ゆとりある環境を確保するとともに、隣接地に対する影響を緩和するため、建築物等の高さの

高限度を定めます。 

 

《その他当該地区の整備、開発及び保全の⽅針》 
緑豊かでうるおいのある環境を形成するため、敷地内の緑化と地区内に残された緑地の保全に努め

て下さい。 

また、地区内の狭あい道路については、災害時における避難路、緊急車両の通行が円滑に行える空

間を確保して下さい。 
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用途の制限 

以下に掲げる建築物（附属する建築物を含む。）は建築（現在の建物用途を以下の建

物用途・利用形態への変更、改築及び賃借を含む。）することができる。 

１ 住宅 

２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施

行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「政令」という。）政令第 130 条の３で定める

もの 

３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

４ 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち政令第 130 条の５の３で定めるも

のでその用途に供する部分の床面積の合計が 500 ㎡以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く） 

５ 倉庫で、床面積の合計が 1,500 ㎡以内のもの 

６ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。）、図書館その他これ

らに類するもの 

７ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

８ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

９ 診療所 

10 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する

政令第 130 条の４で定める公益上必要な建築物 

容 積 率 の 

高 限 度 

200％以下 

容積率＝延べ面積（ａ＋ｂ）÷敷地面積（ｃ）✕ 100％ 

 
建 蔽 率 の 

高 限 度 

70％以下 

建蔽率＝建築面積（ａ）÷敷地面積（ｃ）✕ 100％ 

敷地面積の

低 限 度 
200 ㎡以上 

高 さ の 

高 限 度 
地盤面から 10ｍ以下。 

 

 

 

 

この地区計画の区域内で下の表に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」を行う

必要があります。「届出」は、工事着手の 30 日前かつ建築確認申請の前までに行ってくださ

い。なお、以下のような行為を行おうとする場合は、あらかじめ町にご相談下さい。 

 

届出を必要とする⾏為 
① 土地の区画形質の変更 

切土・盛土、道路・宅地の造成、敷地の分割など 

② 建築物の建築・工作物の建設 
建築物の建築・増改築、工作物の建設、門塀および擁壁の築造など 

③ 建築物等の用途の変更 
建築物の使い途（用途）を変える 

④ 建築物等の形態・色彩・意匠の変更 
建築物の色彩の変更、看板の設置および取替など 

 
 

敷地面積の制限

垣・ さ く の構造の制限（ 生垣など）、
緑化率の制限

用途、 容積率、 建ぺい率、
建築面積、 高さ 、 形態意匠
（ 色彩、 勾配屋根等）

壁面の位置の制限（ １ ｍ後退など）

地区整備
計 画 

 

地区計画
とは 

地区計画
の ⽅ 針 

届 出 

a 

b 

c 

10ｍ 


